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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個の商品を収容する複数の内箱と、前記複数の内箱を収容する外箱と、前記外箱内
部と同じ高さを有し、前記外箱の前後左右の側板内面に沿った筒状に形成され、少なくと
も前記外箱の前側板に沿って配置される前部補強材と、左右及び後の側板に沿って配置さ
れる後部補強材とに分割可能な補強筒体とを備え、
　前記外箱の左右及び後の側板の上部と、外箱の上板と、外箱の前側板とからなる外箱上
部を、それ以外の外箱下部から切り離し可能とする切取部を外箱に形成し、
　前記後部補強材の上部に上方へ突出する複数の係止片を形成し、
　前記係止片に嵌合可能な係合孔を外箱に形成するとともに、前記係止片に嵌合可能な係
合凹部を後部補強材の下部に形成した、
　ことを特徴とする梱包陳列兼用箱体。
【請求項２】
　前記外箱内部を複数等分する縦向きの仕切板を設けた請求項１記載の梱包陳列兼用箱体
。
【請求項３】
　前記仕切板を前記外箱内部と同じ高さに構成して、前記外箱内部の左右方向の中央部に
配置し、外箱の上側の左右のフラップの遊端部に差込片を形成して、前記左右のフラップ
の差込片を仕切板の上部内に差し込んで、左右のフラップで外箱の上面開口を閉塞可能と
なした請求項２記載の梱包陳列兼用箱体。
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【請求項４】
　前後方向に延びる複数の吊下げ棒と、吊下げ棒をその後端部において片持ち状に支持す
る支持棒とを有するハンガー部材を設け、前記ハンガー部材を前記後部補強材の上部に着
脱可能に設けた請求項１～３のいずれか１項記載の梱包陳列兼用箱体。
【請求項５】
　前記内箱を上下に分割可能に構成して、上部を切り離した内箱の下部内に商品を装填し
た状態で、内箱の下部及び商品を外箱に装填し、外箱の上部内に商品を押さえる押さえ板
を着脱自在に設けた請求項１～４のいずれか１項記載の梱包陳列兼用箱体。
【請求項６】
　前記後部補強材の左右の補強側板の前端部が前方下がりの傾斜状に切り欠かれるように
、後部補強材と前部補強材とを分割可能となした請求項１～５のいずれか１項記載の梱包
陳列兼用箱体。
【請求項７】
　前記下部外箱に外箱の前側板の下部が残存するように、上部外箱と下部外箱とを切り離
し可能となした請求項１～６のいずれか１項記載の梱包陳列兼用箱体。

                                                                                
  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品の梱包で使用した箱体を利用して陳列用ケースを組立可能となした梱包
陳列兼用箱体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　商品の梱包で使用した箱体を利用して陳列用ケースを組み立てて、箱体に梱包されてい
た商品を該陳列用ケースに陳列可能となした梱包陳列兼用箱体が種々提案されている（例
えば、特許文献１～３参照。）。
【０００３】
　ところが、特許文献１～３記載の梱包陳列兼用箱体では、陳列用ケースを積み重ねて商
品を展示することができず、しかも陳列用ケースに対する商品の陳列形態も１種類なので
、陳列形態の自由度が少なく、販売店における展示位置などに応じた柔軟な展示形態を採
用できないという問題があった。
【０００４】
　そこで、箱体の一対の側板形成片に連設して折り曲げられ、側板形成片に重なり合う補
強用側板片を有し、補強用側板片と側板形成片とで側板を構成することで、積み重ね可能
な十分な強度が得られるように構成した梱包陳列兼用箱体も提案されている（例えば、特
許文献４参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２６２５１０号公報
【特許文献２】特開２００９－２６９６５３号公報
【特許文献３】特開２００８－６２９４２号公報
【特許文献４】実用新案登録第３１３４２０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、前記特許文献４記載の梱包陳列兼用箱体においては、前後左右の側板のうち
の左右の側板だけが補強され、しかも陳列用ケースを積み重ねたときに、上下に配置され
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る陳列用ケースの配設位置を規制する部材がないので、上下の陳列用ケースの位置ズレに
より、上側の陳列用ケースの下端部が下側の陳列用ケースの上部内に嵌まり込み、積み重
ねた陳列用ケースが崩れるという問題がある。
【０００７】
　本発明の目的は、商品の梱包で使用した箱体を利用して、安定性良く積み重ね可能な商
品陳列用ケースを組立可能な梱包陳列兼用箱体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る梱包陳列兼用箱体は、複数個の商品を収容する複数の内箱と、前記複数の
内箱を収容する外箱と、前記外箱内部と同じ高さを有し、前記外箱の前後左右の側板内面
に沿った筒状に形成され、少なくとも前記外箱の前側板に沿って配置される前部補強材と
、左右及び後の側板に沿って配置される後部補強材とに分割可能な補強筒体とを備え、前
記外箱の左右及び後の側板の上部と、外箱の上板と、外箱の前側板とからなる外箱上部を
、それ以外の外箱下部から切り離し可能とする切取部を外箱に形成し、前記後部補強材の
上部に上方へ突出する複数の係止片を形成し、前記係止片に嵌合可能な係合孔を外箱に形
成するとともに、前記係止片に嵌合可能な係合凹部を後部補強材の下部に形成したもので
ある。
【０００９】
　この梱包陳列兼用箱体では、商品の梱包時には、補強筒体が外箱の側板の補強材として
機能し、商品を梱包した梱包箱への側方からの衝撃を補強筒体で吸収できるとともに、梱
包箱を複数段積み重ねたときにおける荷重を外箱の側板と補強筒体とで効率的に吸収する
ことができ、輸送時や保管時等における商品の破損等を効果的に防止できる。
【００１０】
　一方、商品を陳列するときには、外箱から切取部を切り取って、外箱の左右及び後の側
板の上部と、外箱の上板と、外箱の前側板とからなる外箱上部と、補強筒体の前部補強材
を取り外し、外箱下部と後部補強材とで陳列用ケースを構成することになる。また、内箱
の上半部を取り外して商品を露出させて、陳列用ケースに商品を陳列することになる。な
お、内箱は、外箱に対する商品の梱包時に、予めその上半部を取り外しておいてもよいし
、販売店において商品を陳列するときに、上半部を取り外してもよい。このように陳列用
ケースに商品を陳列した状態で、少なくとも外箱の上面と前面とが開放されて、陳列用ケ
ース内の商品を十分に目視観察することができる。
【００１１】
　また、陳列用ケースを積み重ねるときには、下側に配置する陳列用ケースの後部補強材
の上端部の係止片を、上側に配置する陳列用ケースの外箱の係合孔に挿入するとともに、
該陳列用ケースの後部補強材の係合凹部に嵌合させて、陳列用ケースを上下に複数段積み
重ねることになる。そして、このように、係止片を係合させて上下の陳列用ケースを積み
重ねるので、上側に積み重ねた陳列用ケースが左右方向や前後方向に位置ズレして見栄え
が悪くなったり、位置ズレにより上側の陳列用ケースが崩れたりするという問題を効果的
に防止できる。しかも、下側の陳列用ケースの後部補強材の直上位置に上側の陳列用ケー
スの後部補強材が配置されるので、陳列用ケースを積み重ねたときにおける荷重を、後部
補強材により効果的に受け止めることができる。なお、前記係合孔は、梱包箱の状態で、
外箱の外部に露出するように形成されるが、外箱の内側には商品を収納した複数の内箱が
密に配置されるので、この係合孔は内箱の底面で隙間無く閉塞されることになる。また、
外箱に、係合孔の形成位置に対応させてミシン目を形成し、ミシン目に沿って外箱を切り
抜いて係合孔を形成することも可能である。
【００１２】
　ここで、前記外箱内部を複数等分する縦向きの仕切板を設けることが好ましい実施の形
態である。このように構成すると、仕切板により上下方向や前後左右方向からの荷重に対
する外箱の強度を高めることができる。特に、仕切板を外箱内部と同じ高さに構成すると
、梱包箱の形態又は陳列用ケースの形態で梱包陳列兼用箱体を積み重ねたときに、外箱及
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び補強筒体に作用する荷重の一部を、仕切板により受け止めることができるので、外箱と
して極力薄手のダンボール等を採用しつつ、該荷重に対する梱包箱や陳列用ケースの強度
剛性を一層向上できる。
【００１３】
　前記仕切板を前記外箱内部と同じ高さに構成して、前記外箱内部の左右方向の中央部に
配置し、外箱の上側の左右のフラップの遊端部に差込片を形成して、前記左右のフラップ
の差込片を仕切板の上部内に差し込んで、左右のフラップで外箱の上面開口を閉塞可能と
なすことも好ましい実施の形態である。このように構成すると、上側の左右のフラップの
遊端部を仕切板により支持して、該フラップの支持強度を高め、外箱として極力薄手のダ
ンボール等を採用しつつ、外箱上部の強度剛性を向上できる。
【００１４】
　前後方向に延びる複数の吊下げ棒と、吊下げ棒をその後端部において片持ち状に支持す
る支持棒とを有するハンガー部材を設け、前記ハンガー部材を前記後部補強材の上部に着
脱可能に設けることも好ましい実施の形態である。この場合には、後部補強材にハンガー
部材を取付けて、商品をハンガー部材の支持棒に支持させて陳列することができ、販売店
の陳列位置などに応じて、商品の陳列形態を、商品を内箱に縦向きに装填して陳列した陳
列形態と、ハンガー部材に吊下げて陳列した陳列形態に切り替えることができ、陳列形態
の自由度を一層高めることができる。
【００１５】
　前記内箱を上下に分割可能に構成して、上部を切り離した内箱の下部内に商品を装填し
た状態で、内箱の下部及び商品を外箱に装填し、外箱の上部内に商品を押さえる押さえ板
を着脱自在に設けることも好ましい実施の形態である。この場合には、販売店において、
内箱を上部と下部とに切り離して、内箱から商品を露出させるという作業を省略すること
ができる。また、梱包した状態で、商品を押さえる押さえ板を設けることで、輸送時等に
おける振動で、外箱内において商品がバラけることを防止できる。
【００１６】
　前記後部補強材の左右の補強側板の前端部が前方下がりの傾斜状に切り欠かれるように
、後部補強材と前部補強材とを分割可能となすことも好ましい実施の形態である。陳列用
ケースの形態において、後部補強板は、前面を開放した状態となり、陳列用ケースを積み
重ねたときにおける上側からの荷重が、補強側板の前部に作用することになるが、補強側
板の前端部を前方下がりの傾斜状に形成すると、該荷重を効果的に受け止めることが可能
となるので好ましい。
【００１７】
　前記下部外箱に外箱の前側板の下部が残存するように、上部外箱と下部外箱とを切り離
し可能となすことも好ましい実施の形態である。下部外箱の前面全体を開口させることも
可能であるが、前側板の下部が残存するように構成することで、該残存部分の前面を商品
の広告面として利用することができるので好ましい。また、前側板の下部を残存させて、
商品を吊下げたときに、商品の下部が前側板の下部に接触できるように構成すると、陳列
用ケースの移動時などにおいて、商品の下部が外側へ移動して、商品がフックから外れて
脱落することを防止できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る梱包陳列兼用箱体によれば、梱包箱の形態では、補強筒体により積み重ね
荷重を支持でき、陳列用ケースの形態では、補強筒体の後部補強材により積み重ね荷重を
支持できるので、外箱として比較的薄手のダンボール紙などを採用することができ、梱包
箱全体を厚手のダンボール紙で構成する場合と比較して、製作コストを安くしつつ、積み
重ねたときにおける十分な強度剛性を確保できる。また、陳列用ケースを積み重ねないで
商品を陳列することもできるし、陳列用ケースを複数段積み重ねて商品を陳列することも
でき、販売店における陳列位置などに応じて陳列形態を変更できる。しかも、下側に配置
する陳列用ケースの後部補強材の係止片を、上側に配置する陳列用ケースの外箱の係合孔
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に挿入するとともに、該陳列用ケースの後部補強材の係合凹部に嵌合させて、陳列用ケー
スを上下に複数段積み重ねるので、上側に積み重ねられる陳列用ケースの前後左右への位
置ズレを防止して、安定性良く複数の陳列用ケースを積み重ねることが可能となる。しか
も、梱包箱の形態や陳列用ケースの形態で、これらを複数積み重ねたときに、補強筒体や
後部補強材に上側からの荷重を確実に作用させて、これらの荷重を受け止めることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】上部のフラップを開放した状態における梱包箱の斜視図
【図２】梱包箱の分解斜視図
【図３】陳列用ケースの斜視図
【図４】外箱の展開図
【図５】後部補強材の展開図
【図６】商品を縦置きした陳列形態での陳列用ケースの斜視図
【図７】商品を吊下げた陳列形態での陳列用ケースの斜視図
【図８】ハンガー部材の斜視図
【図９】積み重ね状態での陳列用ケースの斜視図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１～図８に示すように、梱包陳列兼用箱体１は、輸送や保管のために商品２を梱包す
る図１に図示の梱包箱１Ａと、商品２を陳列するための図６、図７、図９に図示の陳列用
ケース１Ｂとにその使用形態を切換え可能となしたものである。また、陳列用ケース１Ｂ
としての使用形態では、図６に示すように、複数の商品２を内箱３の下半部に縦置きした
陳列形態と、図７に示すように、複数の商品２をハンガー部材３０に吊下げた陳列形態と
、陳列用ケース１Ｂを個別に平置きする陳列形態と、図９に示すように、複数の陳列用ケ
ース１Ｂを積み重ねた陳列形態とに切換え可能に構成されている。
【００２１】
　梱包陳列兼用箱体１は、複数個の商品２を収容する複数の内箱３と、複数の内箱３を収
容する外箱１０と、外箱１０の内部と同じ高さを有し、外箱１０の前後左右の側板１１Ｆ
、１１Ｂ、１１Ｌ、１１Ｒの内面に沿った筒状に形成され、少なくとも外箱１０の前側板
１１Ｆに沿って配置される前部補強材２１と、左右及び後の側板１１に沿って配置される
後部補強材２２とに分割可能な補強筒体２０と、外箱１０の内部を左右に仕切る仕切板４
と、商品２上部を押さえる押さえ板５とを備えている。
【００２２】
　本実施の形態では、商品２としてブリスターケースに収容した歯ブラシを採用したが、
歯ブラシ以外の商品２を採用することも可能である。特に、内箱３の下半部を構成する下
部内箱３Ｌに差し込んだ縦置き形態と、ハンガー部材３０に吊下げた吊下げ形態とに陳列
可能なもの、例えば歯磨きペースト、ボールペンやマジック、修正ペンなどの細長い商品
２の陳列に好適に利用できる。商品２の高さは、吊下げ形態で陳列できるように、外箱１
０の内部の高さよりも一段低く設定されている。
【００２３】
　梱包陳列兼用箱体１を構成する、内箱３、外箱１０、補強筒体２０、仕切板４、押さえ
板５の紙素材は、特に限定はないが、廃棄処分やリサイクル処理が容易なことから、ダン
ボールまたは板紙を使用することが好ましい。また、これらの箱構成材は、同じ紙素材で
構成することも可能であるが、補強筒体２０、仕切板４及び押さえ板５、外箱１０、内箱
３の順番で強度剛性が低くなるように設定することで、梱包箱１Ａ及び陳列用ケース１Ｂ
としての強度剛性を十分に確保しつつ、製作コストを安くすることができるので好ましい
。具体的には、補強筒体２０として、厚さ５～６ｍｍの厚手のダンボールを採用し、仕切
板４及び押さえ板５として、厚さ２～４ｍｍのダンボールを採用し、外箱１０として、厚
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さ１～２ｍｍのダンボールを採用し、内箱３として、米坪量２６０～２７０ｇ／ｍ2の紙
を採用することができる。
【００２４】
（外箱）
　外箱１０は、前後左右の側板１１Ｆ、１１Ｂ、１１Ｌ、１１Ｒと、底板１２を構成する
前後左右のフラップＬＦ、ＬＢ、ＬＬ、ＬＲと、上板１３を構成する前後左右のフラップ
ＵＦ、ＵＢ、ＵＬ、ＵＲとを備えている。前後左右の側板１１Ｆ、１１Ｂ、１１Ｌ、１１
Ｒは、図４の展開図において、後側板１１Ｂの左端部に形成された糊代部１１Ｐを右側板
１１Ｒの右端部に接着することで、角筒状に組み立てられている。
【００２５】
　底板１２を構成する前後のフラップＬＦ、ＬＢは、その突合せ部が外箱１０のやや後側
に配置されるように、前側のフラップＬＦが後側のフラップＬＢよりもやや長めに設定さ
れ、底板１２を構成する左右のフラップＬＬ、ＬＲは、外箱１０の左右の長さの約１／２
の長さに設定されている。外箱１０の底板１２は、左右のフラップＬＬ、ＬＲで外箱１０
の下面開口を閉塞した後、前後のフラップＬＦ、ＬＢを左右のフラップＬＬ、ＬＲの下側
に重ね合わせて粘着テープなどで貼り合わせることで、外箱１０の下面開口を閉塞するよ
うに設けられている。なお、前後左右のフラップＬＦ、ＬＢ、ＬＬ、ＬＲによる外箱１０
の下面開口の閉塞構造としては、例示した以外の周知の閉塞構造を採用することも可能で
ある。
【００２６】
　上板１３を構成する前後のフラップＵＦ、ＵＢは、外箱１０の前後の長さの約１／２の
長さに設定され、底板１２を構成する左右のフラップＵＬ、ＵＲは、外箱１０の左右の長
さの約１／２の長さに設定されている。前後左右のフラップＵＦ、ＵＢ、ＵＬ、ＵＲは、
左右のフラップＵＬ、ＵＲで外箱１０の上面開口を閉塞した後、前後のフラップＵＦ、Ｕ
Ｂを左右のフラップＵＬ、ＵＲの上側に重ね合わせて粘着テープなどで貼り合わせること
で、上面開口を閉塞するように設けられている。なお、前後左右のフラップＵＦ、ＵＢ、
ＵＬ、ＵＲによる外箱１０の上面開口の閉鎖構造としては、例示した以外の周知の閉塞構
造を採用することも可能である。
【００２７】
　外箱１０の底板１２の左右両側縁部には前後方向に細長い角孔状の前後１対の側部係合
孔１４が形成され、前後の側部係合孔１４は外箱１０の前後方向の３等分位置よりもやや
後部側に形成され、外箱１０の底板１２の後縁部には左右方向に細長い角孔状の左右１対
の後部係合孔１５が形成されている。ただし、この側部係合孔１４及び後部係合孔１５は
、外箱１０のダンボールをブランキングするときに打ち抜き形成してもよいし、外箱１０
のダンボールをブランキングするときに側部係合孔１４及び後部係合孔１５に沿ってミシ
ン目を形成して、販売店等への輸送後にミシン目に沿って切り抜くことにより形成しても
よい。なお、符号１６は、左右のフラップＵＬ、ＵＲを開閉するための指挿入用の挿入孔
である。
【００２８】
　外箱１０の左右及び後の側板１１Ｌ、１１Ｒ、１１Ｂの上部には上部切取部１７Ｕが略
水平に形成され、前側板１１Ｆの下部には下部切取部１７Ｌが略水平に形成され、左右の
側板１１Ｌ、１１Ｒの前部には前方下がりの傾斜状の傾斜切取部１７Ｂが形成され、上部
切取部１７Ｕと下部切取部１７Ｌと傾斜切取部１７Ｂとから連続的な切取部１７が形成さ
れている。そして、外箱１０から切取部１７を切り離すことで、外箱１０は、外箱１０の
左右及び後の側板１１Ｌ、１１Ｒ、１１Ｂの上部と、外箱１０の上板１３と、外箱１０の
前側板１１Ｆの下部を除く部分とからなる外箱上部１０Ｕと、それ以外の外箱下部１０Ｌ
とに切り離されるように構成されている。外箱１０の前側板１１Ｆの下部は外箱下部１０
Ｌに前側裾板１１Ｓとして残存するように構成され、この前側裾板１１Ｓの前面を商品２
の広告面等として活用できるように構成されている。前側裾板１１Ｓの上部には補助切取
部１７Ｓが切取可能に設けられ、商品２を下部内箱３Ｌに縦置きして陳列する場合には、
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補助切取部１７Ｓを残して下部内箱３Ｌの外倒れを防止できるように構成し、商品２を吊
下げて陳列する際には、補助切取部１７Ｓを切り取って、商品２の取出性を高めるように
構成されている。なお、切取部１７は直線的に形成することも可能であるが、曲線状に形
成して、陳列用ケース１Ｂの形態における意匠性が高くなるように構成することも可能で
ある。
【００２９】
　切取部１７の切断部分の長さは、外箱１０の強度と切り取り形状を考慮して、２０～７
０ｍｍに設定することが好ましい。また、接続部分の長さは、長すぎると切断時にダンボ
ールの表層破れを引き起こし、切り屑が残りやすく見栄えが悪くなり、短すぎると、外箱
１０の落下時や外箱１０を粗雑に取り扱ったときに接合部が破断して、外箱１０が崩壊す
ることが懸念されるので、３～６ｍｍに設定することが好ましい。
　なお、外箱１０の大きさは、それに収容する内箱３の大きさや個数に応じて適宜に設定
することができる。
【００３０】
（仕切板）
　外箱１０の左右方向の中央部には、外箱１０の内部の高さと同じ高さの仕切板４が着脱
自在に縦向きに設けられている。仕切板４は、ダンボールをＵ字状に折り曲げて製作され
、仕切板４の厚さ方向の中央部には外箱１０を構成するダンボールの厚さの２倍の隙間が
形成されている。左右のフラップＵＬ、ＵＲの遊端部には差込片１８が形成され、左右の
フラップＵＬ、ＵＲは、仕切板４の上端部に差込片１８を差し込むことにより両端支持さ
れ、これにより上側からの荷重に対する外箱１０の上部の強度剛性が高められている。
【００３１】
　なお、仕切板４の枚数は任意に設定可能であるが、外箱１０の内部を等分に区画するよ
うに配置することが好ましい。また、仕切板４を十文字状や格子状に配置して外箱１０内
を区画することも可能である。更に、外箱１０の内部の高さと同じ高さの仕切板４を用い
ることもできるし、外箱１０の内部の高さよりも低い仕切板４を用いたり、両者を併用し
たりすることも可能である。仕切板４の高さを外箱１０の内部の高さと同じに設定すると
、外箱１０の上板１３に作用する上側からの荷重を仕切板４で受け止めることができるの
で、梱包箱１Ａや陳列用ケース１Ｂの積み重ね時における荷重を仕切板４により効果的に
受け止めることができる。
【００３２】
（補強筒体）
　補強筒体２０は、外箱１０の内部と同じ高さを有し、外箱１０の前後左右の側板１１Ｆ
、１１Ｂ、１１Ｌ、１１Ｒの内面に沿った筒状に形成され、少なくとも外箱１０の前側板
１１Ｆに沿って配置される前部補強材２１と、左右及び後の側板１１Ｌ、１１Ｒ、１１Ｂ
に沿って配置される後部補強材２２とに分割可能に構成されている。
【００３３】
　後部補強材２２は、後部補強板２２Ｂと、後部補強板２２Ｂから前方へ延びる左右１対
の側部補強板２２Ｌ、２２Ｒとで構成され、側部補強板２２Ｌ、２２Ｒの前端上部は前方
下がりの傾斜状に切り欠かれ、前部補強板２１Ｆの前端下部には受け部２２Ｃが前方へ向
けて突出状に形成されている。前部補強材２１は、前部補強板２１Ｆと、前部補強板２１
Ｆの左右両側縁から後方へ延びる左右の側部補強板２１Ｌ、２１Ｒとで構成され、前部補
強材２１の側部補強板２１Ｌ、２１Ｒの下側に、後部補強板２２Ｂの受け部２２Ｃが配置
されることで、梱包箱１Ａの形態において、前部補強材２１の両側部に作用する上方から
の荷重を無理なく受け止めることができるように構成されている。また、後部補強材２２
の左右の側部補強板２２Ｌ、２２Ｒの前端上部が前方下がりの傾斜状に切り欠かれること
で、梱包時や陳列時に後部補強材２２の左右の側部補強板２２Ｌ、２２Ｒに作用する上側
からの荷重を効果的に受け止めることができるように構成されている。
【００３４】
　後部補強材２２の左右の側部補強板２２Ｌ、２２Ｒの上部には前後１対の側部係止片２
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３が上方へ突出状に形成され、後部補強板２２Ｂの上部には左右１対の後部係止片２４が
上方へ突出状に形成されている。後部補強材２２の左右の側部補強板２２Ｌ、２２Ｒの下
部には前後１対の側部係合凹部２５が形成され、後部補強板２２Ｂの下部には左右１対の
後部係合凹部２６が形成されている。後部補強材２２の側部係合凹部２５と外箱１０の側
部係合孔１４は、側部係止片２３に対応させて形成され、後部補強材２２の後部係合凹部
２６と外箱１０の後部係合孔１５とは、後部係止片２４に対応させて形成され、陳列用ケ
ース１Ｂを積み重ねるときには、下側の陳列用ケース１Ｂの左右の側部係止片２３を、上
側の陳列用ケース１Ｂの側部係合孔１４及び側部係合凹部２５に嵌合させるとともに、下
側の陳列用ケース１Ｂの後部係止片２４を、上側の陳列用ケース１Ｂの後部係合孔１５及
び後部係合凹部２６に嵌合させることで、上側の陳列用ケース１Ｂを位置ズレしないよう
に積み重ねることができる。なお、係止片２３、２４の個数や大きさは、箱体１の大きさ
などに応じて任意に設定することができる。
【００３５】
（内箱）
　内箱３は、複数本の商品２、本実施の形態では６本の歯ブラシを収容可能な直方体状に
形成され、高さ方向の途中部において上部内箱３Ｕと下部内箱３Ｌとに分割できるように
構成されている。この内箱３は、上部内箱３Ｕと下部内箱３Ｌとに分割しない状態で外箱
１０に収納することもできるが、販売店等への輸送後に、分割する作業が煩雑になるので
、予め工場等において分割しておき、下部内箱３Ｌ内に商品２を装填した状態で、これを
外箱１０内に収容することが好ましい。なお、内箱３の大きさは、それに収容する商品２
の大きさや個数に応じて適宜に設定することができる。
【００３６】
（押さえ板）
　押さえ板５は、輸送時などにおける振動で、内箱下部から商品２が飛び出すことを防止
するためのもので、商品２の上側に配置される長方形の押さえ部５ａと、押さえ部５ａの
前後両端から上方へ延びる折曲部５ｂとを備え、押さえ部５ａの下面が商品２の上端部に
当接し、折曲部５ｂの上端部が外箱１０の上板１３下面に当接することで、輸送時等の振
動で下部内箱３Ｌから商品２が飛び出さないように構成されている。ただし、商品２を内
箱３に収容する場合には、この押さえ板５は省略することも可能である。
【００３７】
（ハンガー部材）
　図７、図８に示すように、ハンガー部材３０を陳列用ケース１Ｂの上部に取付けて、商
品２を吊下げ形態で陳列することも可能である。ハンガー部材３０としては、前後方向に
延びる複数の吊下げ棒３１と、吊下げ棒３１をその後端部において片持ち状に支持する支
持棒３２とを有するものを採用できる。ハンガー部材３０を陳列用ケース１Ｂに固定する
ため、少なくとも２本の吊下げ棒３１には後方へ延びる略Ｌ字状の係止部３１ａが形成さ
れ、支持棒３２の両端部は前方へ延びて、その前端部にはフック部３２ａが形成され、後
部補強材２２の後部補強板２２Ｂの上部には係止部３１ａが挿通する嵌合孔２７が形成さ
れ、後部補強材２２の左右の側部補強板２２Ｌ、２２Ｒの上部には下方へ延びる係合スリ
ット２８が形成され、ハンガー部材３０は、係止部３１ａを嵌合孔２７に挿通させるとと
もに、フック部３２ａを係合スリット２８に上方から係合させて、陳列用ケース１Ｂの上
部に着脱自在に略水平に固定支持されている。このハンガー部材３０は、全ての梱包箱１
Ａに付属させることも可能であるが、何度でも繰り返して使用できるので、販売店毎に必
要個数を提供することが好ましい。
【００３８】
　次に、この梱包陳列兼用箱体１を用いた商品２の梱包方法について説明する。
　この梱包陳列兼用箱体１を用いて、商品２を梱包した梱包箱１Ａを組み立てる際には、
先ず外箱１０の内側に補強筒体２０を装填するとともに、内箱３を上下に分割して、上部
内箱３Ｕを取り外し、外箱１０の中央部内に仕切板４を縦向き姿勢で配置しながら、複数
の商品２を装填した下部内箱３Ｌを外箱１０に密に装填する。ただし、内箱３を分割しな
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いで、これをそのまま外箱１０内に装填することも可能である。
【００３９】
　次に、仕切板４の両側の商品２の上側に押さえ板５を載置し、上側の左右のフラップＵ
Ｌ、ＵＲの差込片１８を仕切板４の上部に差し込んで、上側の左右のフラップＵＬ、ＵＲ
を閉じ、その上側に前後のフラップＵＦ、ＵＢを配置させて、前後のフラップＵＦ、ＵＢ
を粘着テープで固定して、梱包箱１Ａを組み立てることになる。
【００４０】
　次に、この箱体１を用いた商品２の陳列方法について説明する。
　販売店等において、外箱１０の切取部１７を切り取って、外箱上部１０Ｕを取り外すと
ともに、前部補強材２１及び押さえ板５を取り外して、図６に示すように、陳列用ケース
１Ｂを組み立て、これをそのままテーブルや商品棚に載置したり、図９に示すように、複
数の陳列用ケース１Ｂを積み重ねたりして陳列することになる。積み重ねる場合には、図
９に示すように、下側の陳列用ケース１Ｂの係止片２３、２４を上側の陳列用ケース１Ｂ
の係合孔１４、１５から挿入して、係合凹部２５、２６に係合させることになる。そして
、このように係止片２３、２４を係合孔１４、１５及び係合凹部２５、２６に係合させる
ので、上下の陳列用ケース１Ｂの位置ズレを防止して、上側の陳列用ケース１Ｂの荷重を
下側の陳列用ケース１Ｂの後部補強材２２で確実に受け止めることが可能となる。
【００４１】
　また、商品２を吊下げて陳列する場合には、陳列用ケース１Ｂから商品２を取り出した
後、図７に示すように、ハンガー部材３０の係合部を後部補強材２２の後部補強板２２Ｂ
の嵌合孔２７に挿通させるとともに、フック部３２ａを係合スリット２８に上側から係合
させて、陳列用ケース１Ｂの上部にハンガー部材３０を略水平に取り付け、吊下げ棒３１
に商品２を吊下げて陳列することになる。なお、商品２を吊下げたこの陳列形態において
も、前記と同様に、陳列用ケース１Ｂを上下複数積み重ねることができる。
【００４２】
　このように、この梱包陳列兼用箱体１によれば、梱包箱１Ａの形態では、補強筒体２０
により積み重ね荷重を支持でき、陳列用ケース１Ｂの形態では、補強筒体２０の後部補強
材２２により積み重ね荷重を支持できるので、外箱１０として比較的薄手のダンボール紙
などを採用することができ、梱包箱１Ａ全体を厚手のダンボール紙で構成する場合と比較
して、製作コストを安くしつつ、積み重ねたときにおける十分な強度剛性を確保できる。
また、陳列用ケース１Ｂを積み重ねないで商品２を陳列することもできるし、陳列用ケー
ス１Ｂを複数段積み重ねて商品２を陳列することもでき、販売店における陳列位置などに
応じて陳列形態を変更できる。しかも、下側に配置する陳列用ケース１Ｂの後部補強材２
２の係止片２３、２４を、上側に配置する陳列用ケース１Ｂの外箱１０の係合孔１４、１
５に挿入するとともに、該陳列用ケース１Ｂの後部補強材２２の係合凹部２５、２６に嵌
合させて、陳列用ケース１Ｂを上下に複数段積み重ねるので、上側に積み重ねられる陳列
用ケース１Ｂの前後左右への位置ズレを防止して、安定性良く複数の陳列用ケース１Ｂを
積み重ねることが可能となる。しかも、梱包箱１Ａの形態や陳列用ケース１Ｂの形態で、
これらを複数積み重ねたときに、補強筒体２０や後部補強材２２に上側からの荷重を確実
に作用させて、これらの荷重を受け止めることができる。
【００４３】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこうした前述の実施形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において構成を変更し得ること
は勿論である。
【符号の説明】
【００４４】
１　　　梱包陳列兼用箱体　　　１Ａ　　梱包箱
１Ｂ　　陳列用ケース
２　　　商品　　　　　　　　　３　　　内箱
３Ｌ　　下部内箱　　　　　　　３Ｕ　　上部内箱
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４　　　仕切板　　　　　　　　５　　　押さえ板
５ａ　　押さえ部　　　　　　　５ｂ　　折曲部
１０　　外箱　　　　　　　　　１０Ｌ　外箱下部
１０Ｕ　外箱上部
１１　　側板　　　　　　　　　１１Ｆ　前側板
１１Ｂ　後側板　　　　　　　　１１Ｌ　左側板
１１Ｒ　右側板　　　　　　　　１１Ｐ　糊代部
１１Ｓ　前側裾板
１２　　底板　　　　　　　　　ＬＦ　　フラップ
ＬＢ　　フラップ　　　　　　　ＬＬ　　フラップ
ＬＲ　　フラップ
１３　　上板　　　　　　　　　ＵＦ　　フラップ
ＵＢ　　フラップ　　　　　　　ＵＬ　　フラップ
ＵＲ　　フラップ
１４　　側部係合孔　　　　　　１５　　後部係合孔
１６　　挿入孔　　　　　　　　１７　　切取部
１７Ｌ　下部切取部　　　　　　１７Ｕ　上部切取部
１７Ｂ　傾斜切取部　　　　　　１７Ｓ　補助切取部
１８　　差込片
２０　　補強筒体　　　　　　　２１　　前部補強材
２１Ｆ　前部補強板　　　　　　２１Ｌ　側部補強板
２２　　後部補強材　　　　　　２２Ｂ　後部補強板
２２Ｒ　側部補強板　　　　　　２２Ｌ　側部補強板
２２Ｃ　受け部
２３　　側部係止片　　　　　　２４　　後部係止片
２５　　側部係合凹部　　　　　２６　　後部係合凹部
２７　　嵌合孔　　　　　　　　２８　　係合スリット
３０　　ハンガー部材　　　　　３１　　吊下げ棒
３１ａ　係止部　　　　　　　　３２　　支持棒
３２ａ　フック部
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